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船舶事故調査報告書 

 

                              平成２６年３月６日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                         委   員  庄 司 邦 昭 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２４年１０月５日 ０１時１５分ごろ 

発生場所 島根県隠岐の島町島後北方沖 

 隠岐の島町所在の白島
しろしま

埼灯台から真方位００６°９１海里（Ｍ）付

近 

 （概位 北緯３７°５１.０′ 東経１３３°２８.９′） 

事故調査の経過  平成２４年１０月１０日、本事故の調査を担当する主管調査官（広

島事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 貨物船 GOLDEN
ゴールデン

 HOPE
ホ ー プ

（大韓民国籍）、２２,１４５トン 

   ８３０９０２４（ＩＭＯ番号）、GS Shipping Corporation. 

   １７９.９０ｍ×３０.５０ｍ×１５.３０ｍ、鋼 

   ディーゼル機関、５,８４７kＷ、１９８５年７月８日 

Ｂ 漁船 第五十五吉
よし

丸、１２２トン 

   ＴＴ１－１６５（漁船登録番号）、有限会社日吉水産 

   ３７.３１ｍ×６.４０ｍ×３.００ｍ、鋼 

   ディーゼル機関、６６１kＷ、平成２１年５月２０日 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ（大韓民国籍） 男性 ４８歳 

   一級航海士（大韓民国発給） 

    交付年月日 ２００９年１２月１５日 

          （２０１４年１２月１４日まで有効） 

  航海士Ａ（大韓民国籍） 男性 ３７歳 

   免状不詳 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ５５歳 

   五級海技士（航海） 

    免 許 年 月 日 平成１２年８月２９日 

    免 状 交 付 年 月 日 平成２４年７月１８日 

    免状有効期間満了日 平成２７年８月２８日 

 死傷者等 Ａ なし 

Ｂ 軽傷 １人（甲板員Ｂ） 

 損傷 Ａ 左舷船首部に亀裂 

Ｂ 左舷船尾部に凹損 
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 事故の経過  Ａ船は、船長Ａ及び航海士Ａほか２０人（フィリピン共和国籍１５

人、大韓民国籍５人）が乗り組み、航海士Ａ及び甲板手Ａが船橋当直

に就き、針路約０５７°（真方位、以下同じ。）及び速力（対地速

力、以下同じ。）約１２.５ノット（kn）で島後北方沖を自動操舵によ

り、航行した。 

 航海士Ａは、１２Ｍレンジとしたレーダー画面で前方に他船を認め

なかったので、夜食のために甲板手Ａを降橋させ、海図台で海図の作

業をしながら、前方を見ていたが、平成２４年１０月５日０１時１５

分ごろ、何となく船外が気になって左舷側に出たところ、Ａ船の船尾

付近に灯火が見えていたものの、衝撃を感じなかったことから、Ｂ船

と衝突したとは思わず、Ｂ船の状態をしばらく監視して異常を認めな

かったため、航行を続けた。 

 Ａ船は、航行を続けていたところ、０４時００分ごろ海上保安庁か

らＢ船と衝突していたことを知らされた。 

 Ｂ船は、船長Ｂほか１０人が乗り組み、漁ろうに従事している船舶

が掲げる灯火を表示し、作業灯を点灯しており、船長Ｂが、単独で手

動操舵に就き、乗組員にかにかごの揚収作業を行わせ、船首を約２８

０°に向け、約１kn の速力で航行中、左舷船首約４０°１３.５Ｍ付

近からＢ船に向けて北東進するＡ船をレーダー画面で認めた。 

 船長Ｂは、いずれＡ船が避航するものと思って監視していたが、Ａ

船に避航する様子がなく、方位変化がない状況で０.５Ｍ付近まで接

近したとき、衝突の危険を感じ、かにかごの揚収作業を中断して乗組

員を退避させ、衝突を避けるために左舵一杯を取ったが、０１時１５

分ごろ、島後北方沖において、Ｂ船の左舷船尾部とＡ船の左舷船首部

とが衝突した。 

 甲板員Ｂは、衝突の衝撃によって転倒し、左足膝下に打撲を負っ

た。 

 Ｂ船は、Ａ船が停止せずに航行を続けたので、海上保安部にＡ船の

船名を通報し、かにかごを切り離して境港に帰った。 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 西北西、風力 ２、視界 良好 

海象：海上 平穏 

 その他の事項  Ｂ船は、１８０個のかにかごを保有し、かごとかごとの間隔が約４

０ｍとなるように直径約３cm のロープでつないで約１０km とし、水

深約８００ｍの所でかごの投入を行い、１８０個のかにかごを約１kn

の速力で航走しながら、約４時間で揚げていた。 

 Ｂ船の作業灯は、水銀灯で明るかった。 

 船長Ｂは、Ａ船のような大型船は２人で船橋当直をしており、汽笛

を吹鳴するよりも、作業灯を点灯した方がＡ船が気付きやすいものと

思っていた。 
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分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

 Ａ船は、島後北方沖を北東進中、航海士Ａが、海図台で作業を行

い、見張りを適切に行っていなかったことから、Ｂ船に気付かずに航

行し、Ｂ船と衝突したものと考えられる。 

 Ｂ船は、島後北方沖をかにかごの揚収作業を行いながら西進中、船

長Ｂが、Ａ船を認めたものの、いずれＡ船が避航するものと思い、動

静を監視しながら、針路及び速力を保持して航行を続けていたことか

ら、Ａ船が０.５Ｍ付近まで接近し、衝突を避けようとして左舵一杯

を取ったが、Ａ船と衝突したものと考えられる。 

 Ｂ船は、汽笛を吹鳴していれば、Ａ船がＢ船に気付き、衝突を回避

できた可能性があると考えられる。 

原因  本事故は、夜間、島後北方沖において、Ａ船が北東進中、Ｂ船がか

にかごの揚収作業を行いながら西進中、航海士Ａが、海図台で作業を

行い、見張りを適切に行っておらず、また、船長Ｂが、Ａ船を認めた

ものの、いずれＡ船が避航するものと思い、動静を監視しながら、針

路及び速力を保持して航行を続けていたため、両船が衝突したことに

より発生したものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・常時、適切な見張りを行うこと。 

 ・避航措置は、時間的、距離的に余裕を持って講じること。 

 ・互いに視野の内にある船舶が接近する場合において、船舶は、他

の船舶の動作を理解することができないときは、汽笛信号を行う

こと。 

 


